
平成２０年度 鹿町町入札参加資格審査申請提出要領 
 
 平成２０年度に鹿町町が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等の競争入札に

参加を希望される方は、次の要領により資格審査申請書を提出してください。 
 
１．申請書提出期間等 
（１）受付期間 
  平成 20年 2月 1日（金）～平成 20年 3月 31日（月）（郵送の場合は当日消印有効） 
   （土曜、日曜、祝日を除く） 
  午前８時３０分から午後５時まで 
  ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、期間経過後でも提出することがで 
きる。 
（２）受付場所 
  〒８５９－６２９２ 
  長崎県北松浦郡鹿町町下歌ヶ浦免２９０－２ 
    鹿町町役場 建設課 （℡０９５６－７７－５１１１） 
（３）提出方法 
  持参又は郵送 
  ※郵送提出で受付票の送付を希望する方は、返信用切手及び封筒又は葉書を同封して下さい。 
（４）資格の有効期間 
  平成 20年 4月 1日～平成 21年 3月 31日 
 
２．競争入札参加者の資格等 
 工事の請負契約の一般競争（指名競争）入札に参加することができる者は、工事の種類及び 
予定金額に応じ次に定める資格審査事項により審査して、工事経歴、成績、信用度、安全度等 
を考慮して決定する。 
（１）建設業法第２７条の２３の規定による経営事項の審査を受けた者。 
（２）測量、建設コンサルタント業務等は、営業に関し法律上必要な資格を有する者。 
（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項並びに第２項の規定に該当する者でない者。 
※第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に 

当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させ 
ることができない。 

２ 普通地方公共団体は、次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後２ 
年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人 
又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

（１）契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数 
量に関して不正の行為をした者 

（２）競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、 
若しくは不正の利益を得るために連合した者 



（３）落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 
（４）地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務 
の執行を妨げた者 

（５）正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 
（６）前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、 
支配人その他の使用人として使用した者 

 
３．提出書類 
＜建設工事＞ 
①一般競争（指名競争）参加資格審査申請書 
②営業所一覧表 
③工事経歴書 
④技術者経歴書 
⑤建設業の許可証明書（写） 
⑥登記簿謄本（法人）、身元証明書（個人）（写） 
⑦経営事項審査結果通知書 
⑧使用印鑑届 
⑨納税証明書（写） 
⑩委任状 
 
＜測量・建設コンサルタント等＞ 
①一般競争（指名競争）参加資格審査申請書 
②営業所一覧表 
③測量等実績調書 
④技術者経歴書 
⑤登記簿謄本（法人）、身元証明書（個人）（写） 
⑥使用印鑑届 
⑦納税証明書（写） 
⑧委任状 
 
＜物 品＞ 
①一般競争（指名競争）参加資格審査申請書 
②営業経歴書 
③登記簿謄本（法人）、身元証明書（個人）（写） 
④使用印鑑届 
⑤納税証明書（写） 
 
◎サイズ  Ａ４版  ファイル綴 
◎様 式  中央公契連統一様式 
◎有効期間 １年 


